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附則 

  

第１章 総則   

（目的） 
第１条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の

記録である公文書等が、市民共有の知的資源で

あり、かつ、市民が主体的に利用し得るもので
あることに鑑み、公文書等の管理に関する基本

的事項を定めることにより、公文書の適正な管

理、特定歴史公文書の適切な保存及び利用等を
図り、もって市政が適正に運営されるようにす

るとともに、市の有するその諸活動を現在及び

将来の市民に説明する責務が全うされるよう
にすることを目的とする。 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は、別に定めるもののほか、

宇部市公文書等管理条例(令和 6 年条例第

１号。以下「条例」という。)の施行に関し
必要な事項を定めるものとする。 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は、宇部市公文書等管理条

例(令和 6 年条例第１号。以下「条例」とい

う。)の規定に基づき、特定歴史公文書の保
存、利用及び廃棄に関し必要な事項を定め

るものとする。 
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（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市

⾧、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委

員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審

査委員会及び議会をいう。 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関

の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図

面、写真及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に

用いるものとして、当該実施機関が保有してい

るもの（電磁的記録については、実施機関が現

に保有するプログラム又は手段により紙媒体

に印刷可能なもの）をいう。ただし、次に掲げ

るものを除く。 

(1) 法令、条例その他の規程により公文書の

閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の

手続が定められている場合における当該公

文書 

(2) 図書館その他の市の機関が一般の利用に

供することを目的として管理している図書、

資料、刊行物その他の公文書 

(3) 特定歴史公文書 

(定義) 

第 2 条 この規則において使用する用語は、

条例において使用する用語の例による。 

(定義) 

第 2 条 この規則において使用する用語は、

条例において使用する用語の例による。 
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３ この条例において「歴史公文書」とは、歴史

資料として重要な公文書をいう。 

４ この条例において「特定歴史公文書」とは、

歴史公文書のうち、第８条第１項の規定により

市⾧が引き続き保存するもの及び同条第２項

の規定により市⾧に移管されたものをいう。 

５ この条例において「公文書等」とは、公文書

及び特定歴史公文書をいう。 

（他の法令等との関係） 

第３条 公文書等の管理については、法令又は他

の条例に特別の定めがある場合を除くほか、こ

の条例の定めるところによる。 

  

第２章 公文書の管理 

第１節 文書の作成 

  

第４条 実施機関の職員は、第１条の目的の達成

に資するため、当該実施機関における経緯も含

めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業

の実績を合理的に跡付け、又は検証することが

できるよう、処理に係る事案が軽微なものであ

る場合を除き、文書を作成しなければならな

い。 
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第２節 公文書の整理等   

（公文書の整理等） 

第５条 実施機関の職員が公文書を作成し、又は

取得したときは、当該実施機関は、市規則で定

めるところにより、当該公文書について分類

し、名称を付するとともに、保存期間及び保存

期間の満了する日を設定しなければならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及

び公文書の適切な保存に資するよう、単独で管

理することが適当であると認める公文書を除

き、適時に、相互に密接な関連を有する公文書

（保存期間を同じくすることが適当であるも

のに限る。）を一の集合物（以下「公文書ファイ

ル」という。）にまとめなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、市規則で

定めるところにより、当該公文書ファイルにつ

いて分類し、名称を付するとともに、保存期間

及び保存期間の満了する日を設定しなければ

ならない。 

４ 実施機関は、第１項及び前項の規定により設

定した保存期間及び保存期間の満了する日を、

市規則で定めるところにより、延⾧することが

できる。 

(公文書ファイル等の分類、名称及び保存期
間) 

第 3 条 実施機関は、当該実施機関における

能率的な事務及び事業の処理に資すると
ともに、市の有する諸活動を現在及び将来

の市民に説明する責務が全うされるよう、

条例第 5 条第 1 項及び第 3 項の規定によ
り、公文書及び公文書ファイルについて、

当該実施機関の事務及び事業の性質、内容

等に応じて系統的に分類し、分かりやすい
名称を付さなければならない。 

2 実施機関は、公文書について、その重要

性、利用の頻度等を考慮して、次の区分に
より保存期間を設定しなければならない。 

(1) 30 年 

(2) 10 年 
(3) 5 年 

(4) 3 年 

(5) 1 年 
3 前項の規定にかかわらず、法律又はこれ

に基づく命令による保存期間の定めがあ

る公文書の保存期間は、当該法律又はこれ
に基づく命令で定める期間とする。 
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５ 実施機関は、公文書ファイル及び単独で管理

している公文書（以下「公文書ファイル等」と

いう。）について、保存期間（延⾧された場合に

あっては、延⾧後の保存期間。以下同じ。）の満

了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了

したときの措置として、歴史公文書に該当する

ものにあっては引き続き保存の措置（市⾧以外

の実施機関にあっては、市⾧への移管の措置）

を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をと

るべきことを定めなければならない。 

4 公文書の保存期間の起算日は、公文書を
作成し、又は取得した日(その日の属する

年度に処理が完結しなかった場合は、処理

が完結した日とし、常時使用する公文書に
あっては、その必要がなくなった日とす

る。以下この条及び第 5 条第 1 項第 6 号に

おいて「文書作成取得日等」という。)の属
する年度の翌年度の 4 月 1 日とする。ただ

し、実施機関が暦年により整理し保存する

必要があると認める公文書の保存期間の
起算日は、文書作成取得日等の属する年の

翌年の 1 月 1 日とする。 

5 公文書ファイルの保存期間は、公文書フ
ァイルにまとめられた公文書の保存期間

とし、その起算日は、公文書ファイルにま

とめられた公文書の保存期間の起算日と
する。 

(保存期間の延⾧) 
第 4 条 実施機関は、条例第 5 条第 4 項の規

定に基づき、次の各号に掲げる公文書ファ
イル等について保存期間を延⾧する場合
は、当該公文書ファイル等の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める期間が経過す
る日までの間、当該公文書ファイル等を保
存しなければならない。この場合におい
て、一の区分に該当する公文書ファイル等
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が他の区分にも該当するときは、それぞれ
の期間が経過する日のいずれか遅い日ま
での間、保存しなければならない。 
(1) 現に監査、検査等の対象になってい

るもの 当該監査、検査等が終了するま
での間 

(2) 現に係属している訴訟における手続
上の行為をするために必要とされるも
の 当該訴訟が終結するまでの間 

(3) 現に係属している不服申立てにおけ
る手続上の行為をするために必要とさ
れるもの 当該不服申立てに対する裁
決又は決定の日の翌日から起算して 1 年
間 

(4) 宇部市情報公開条例(平成 12 年条例
第 3 号)第 7 条に規定する公開請求があ
ったもの 宇部市情報公開条例第 11 条
第 1 項又は第 2 項の決定の日の翌日から
起算して 1 年間 

2 実施機関は、保存期間が満了した公文書
ファイル等について、その職務の遂行上必
要があると認めるときには、その必要な限
度において、一定の期間を定めて公文書フ
ァイル等の保存期間を延⾧することがで
きる。 
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（公文書の保存） 

第６条 実施機関は、公文書ファイル等につい

て、当該公文書ファイル等の保存期間の満了す

る日までの間、その内容、時の経過、利用の状

況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するた

めに必要な場所において、適切な記録媒体によ

り、識別を容易にするための措置を講じた上で

保存しなければならない。 

  

（公文書ファイル管理簿） 

第７条 実施機関は、公文書ファイル等の管理を

適切に行うため、市規則で定めるところによ

り、公文書ファイル等の分類、名称、保存期間、

保存期間の満了する日及び保存期間が満了し

たときの措置その他の必要な事項（宇部市情報

公開条例（平成１２年条例第３号。以下「情報

公開条例」という。）第７条に規定する非公開情

報に該当するものを除く。）を帳簿（以下「公文

書ファイル管理簿」という。）に記載しなければ

ならない。 

２ 実施機関は、公文書ファイル管理簿につい

て、一般の閲覧に供するとともに、インターネ

ットの利用その他の方法により公表しなけれ

ばならない。 

(公文書ファイル管理簿の記載事項等) 

第 5 条 条例第 7 条第 1 項の規定により公文

書ファイル管理簿に記載しなければなら

ない事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 分類 

(2) 名称 

(3) 保存期間 

(4) 保存期間の満了する日 

(5) 保存期間が満了したときの措置 

(6) 文書作成取得日等の属する年度又は

年 

(7) 保存期間の起算日 

(8) 媒体の種別 

(9) 公文書ファイル等に係る文書管理者

(公文書ファイル等を現に管理すべき者

として実施機関が定める者をいう。） 
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（保存期間が満了した公文書ファイル等の取扱

い） 

第８条 市⾧は、保存期間が満了した公文書ファ

イル等について、第５条第５項の規定による定

めに基づき、引き続き保存し、又は廃棄しなけ

ればならない。 

２ 市⾧以外の実施機関は、保存期間が満了した

公文書ファイル等について、第 5 条第 5 項の規

定による定めに基づき、市⾧に移管し、又は廃

棄しなければならない。 

３ 市⾧以外の実施機関は、前項の規定により市

⾧に移管する公文書ファイル等について、第１

３条第１項第１号に掲げる場合に該当するも

のとして利用の制限を行うことが適切である

と認める場合には、その旨の意見を付さなけれ

ばならない。 
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（管理状況の報告等） 

第９条 市⾧以外の実施機関は、公文書の管理の

状況について、毎年度、市⾧に報告しなければ

ならない。 

２ 市⾧は、毎年度、実施機関における公文書の

管理の状況を取りまとめ、その概要を公表しな

ければならない。 

３ 市⾧は、第１項に定めるもののほか、公文書

の適正な管理を確保するために必要があると

認める場合には、市⾧以外の実施機関に対し、

公文書の管理について、その状況に関する報告

若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実

地調査をさせることができる。 

  

（公文書管理規程） 

第１０条 実施機関は、公文書の管理が第４条か

ら前条までの規定に基づき適正に行われるこ

とを確保するため、公文書の管理に関する定め

を設けなければならない。 
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第３章 特定歴史公文書の保存、利用等   

（特定歴史公文書の保存等） 
第１１条 市⾧は、特定歴史公文書について、第

２６条の規定により廃棄されるに至る場合を
除き、永久に保存しなければならない。 

２ 市⾧は、特定歴史公文書について、その内容、
保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適
切な保存及び利用を確保するために必要な場
所において、適切な記録媒体により、識別を容
易にするための措置を講じた上で保存しなけ
ればならない。 

３ 市⾧は、特定歴史公文書に個人情報（生存す
る個人に関する情報であって、当該情報に含ま
れる氏名、生年月日その他の記述等により特定
の個人を識別することができるもの（他の情報
と容易に照合することができ、それにより特定
の個人を識別することができることとなるも
のを含む。）をいう。）が記録されている場合に
は、当該個人情報の漏えいの防止のために必要
な措置を講じなければならない。 

４ 市⾧は、市規則で定めるところにより、特定
歴史公文書の名称、保存期間が満了した時点に
おける実施機関の名称、引き続き保存し、又は
移管を受けた時期その他の特定歴史公文書の
適切な保存を行い、及び適切な利用に資するた
めに必要な事項を記載した目録を作成し、公表
しなければならない。 

 (目録の作成及び公表) 
第 3 条 条例第 11 条第 4 項の特定歴史公文

書の適切な保存を行い、及び適切な利用に
資するために必要な事項は、次に掲げる事
項（条例第 13 条第 1 項第 1 号イ又はロに
掲げる情報に該当するものを除く。）とす
る。 
(1) 名称 
(2) 保存期間が満了した時点における実

施機関の名称 
(3) 引き続き保存又は移管をした時期 
(4) 媒体の種別 

2 市⾧は、条例第 11 条第 4 項の目録を市⾧
が別に定める閲覧場所において一般の閲
覧に供するとともに、インターネットの利
用その他の方法により公表しなければな
らない。 
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（特定歴史公文書の利用を請求する権利） 
第１２条 何人も、この条例の定めるところによ

り、市⾧に対して特定歴史公文書の利用の請求

をすることができる。 

  

（特定歴史公文書の利用請求及びその取扱い） 
第１３条 市⾧は、その保存する特定歴史公文書

について第１１条第４項の目録の記載に従い
利用の請求があったときは、次に掲げる場合を
除き、これを利用させなければならない。 
(1) 当該特定歴史公文書が引き続き保存の措

置（市⾧以外の実施機関にあっては、市⾧へ
の移管の措置）をされたものであって、当該
特定歴史公文書に次に掲げる情報が記録さ
れている場合 
イ 情報公開条例第７条第２号に掲げる情

報 
ロ 情報公開条例第７条第１号、第３号又は

第６号に掲げる情報 
 (2) 当該特定歴史公文書の原本を利用に供

することにより当該原本が破損し、若しくは
汚損するおそれがある場合又は市⾧におい
て当該原本が現に使用されている場合 

２ 市⾧は、前項の利用の請求（以下「利用請求」
という。）に係る特定歴史公文書が同項第１号
に該当するか否かについて判断するに当たっ
ては、当該特定歴史公文書が公文書として作成
され、又は取得されてからの時の経過を考慮す
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るとともに、当該特定歴史公文書に第８条第３
項の規定による意見が付されている場合には、
当該意見を参酌しなければならない。 

３ 市⾧は、第１項第１号に掲げる場合であって
も同号イ又はロに掲げる情報が記録されてい
る部分を容易に区分して除くことができると
きは、利用請求をした者（以下「利用請求者」
という。）に対し、当該部分を除いた部分を利用
させなければならない。ただし、当該部分を除
いた部分に有意の情報が記録されていないと
認められるときは、この限りでない。 

（本人情報の取扱い） 

第１４条 市⾧は、前条第１項第１号イの規定に

かかわらず、同号イに掲げる情報により識別さ
れる特定の個人（以下この条において「本人」

という。）から、当該情報が記録されている特定

歴史公文書について利用請求があった場合に
おいて、市規則で定めるところにより本人であ

ることを示す書類の提示又は提出があったと

きは、本人の生命、健康、生活又は財産を害す
るおそれがある情報が記録されている場合を

除き、当該特定歴史公文書につきこれらの規定

に掲げる情報が記録されている部分について
も、利用させなければならない。 

 (本人であることを示す書類) 

第 4 条 条例第 14 条の利用請求をする者は、

市⾧に対し、個人番号カード、自動車運転

免許証、旅券その他これらに類するものと

して市⾧が認める書類を提示しなければ

ならない。 

 

 



13 

 

（利用請求の手続） 
第１５条 利用請求をしようとする者は、次に掲

げる事項を記載した書面を市⾧に提出しなけ
ればならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しく

は事業所の所在地並びに法人その他の団体
にあってはその代表者の氏名 

(2) 第１１条第４項の目録に記載された当該
利用請求に係る特定歴史公文書の名称 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市規則で定
める事項 

 (利用請求の手続) 
第 5 条 条例第 15 条に規定する書面は、特

定歴史公文書利用請求書（様式第 1 号）と
する。 

2 条例第 15 条第 3 号の市規則で定める事項
は、利用の方法その他利用に供するために
必要な情報とする。 

3 市⾧は、特定歴史公文書利用請求書に形
式上の不備があると認めるときは、利用請
求をした者に対し、相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。この場合
において、市⾧は、当該請求をした者に対
し、補正の参考となる情報を提供するよう
努めなければならない。 

4 前項の規定により補正を求めた場合にあ
っては、当該補正に要した日数は、条例第
17 条各項に規定する期間に算入しない。 

（利用請求に対する決定） 
第１６条 市⾧は、利用請求に係る特定歴史公文

書の全部又は一部を利用させるときは、その旨
の決定をし、利用請求者に対し、その旨及び利
用に関し必要な事項を書面により通知しなけ
ればならない。この場合において、当該決定が
利用請求に係る特定歴史公文書の一部を利用
させる旨のものであるときは、併せてその理由
を通知しなければならない。 

２ 市⾧は、利用請求に係る特定歴史公文書の全
部を利用させないときは、その旨の決定をし、
利用請求者に対し、その旨及びその理由を書面
により通知しなければならない。 

 (利用請求に対する利用決定等の通知) 
第 6 条 条例第 16 条第 1 項の規定による通

知は、特定歴史公文書の全部を利用させる
ときは特定歴史公文書利用決定通知書（様
式第 2 号）により、特定歴史公文書の一部
を利用させるときは特定歴史公文書一部
利用決定通知書（様式第 3 号）により行い、
同条第 2 項の規定による通知は特定歴史公
文書利用不承認決定通知書（様式第 4 号）
により行うものとする。 
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（利用決定等の期限） 
第１７条 前条第１項又は第２項の決定（以下

「利用決定等」という。）は、利用請求があった

日から起算して１４日以内にしなければなら
ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市⾧は、やむを得

ない事情があるときは、利用請求があった日か
ら起算して６０日を限度として、同項に規定す

る期間を延⾧することができる。この場合にお

いて、市⾧は、利用請求者に対し、遅滞なく延
⾧後の期間及び延⾧の理由を書面により通知

しなければならない。 

 (利用決定等期間の延⾧の通知) 

第 7 条 条例第 17 条第 2 項の規定による通

知は、特定歴史公文書利用決定等期間延⾧

通知書（様式第 5 号）により行うものとす

る。 

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１８条 利用請求に係る特定歴史公文書に市

及び利用請求者以外の者（以下「第三者」とい

う。）に関する情報が記録されているときは、市

⾧は、利用決定等をするに当たって、当該情報

に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史

公文書の名称その他市規則で定める事項を通

知して、意見書を提出する機会を与えることが

できる。 

２ 市⾧は、第三者に関する情報が記録されてい

る特定歴史公文書の利用をさせようとする場

合であって、当該情報が情報公開条例第７条第

２号ハ又は第３号イからハまでに規定する情

 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等

の通知) 

第 8 条 条例第 18 条第 1 項及び第 2 項に規

定する市規則で定める事項は、次に掲げる

事項(第 2 号に掲げる事項にあっては、同

条第 2 項に該当する場合に限る。)とする。 

(1) 利用請求の年月日 

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書の利

用をさせようとする理由 

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書に記

載されている当該第三者(市及び利用請

求者以外の者をいう。)に関する情報の

内容 
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報に該当すると認めるときは、利用させる旨の

決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に

係る特定歴史公文書の名称その他市規則で定

める事項を書面により通知して、意見書を提出

する機会を与えなければならない。ただし、当

該第三者の所在が判明しない場合は、この限り

でない。 

３ 市⾧は、前２項の規定により意見書を提出す

る機会を与えられた第三者が当該特定歴史公

文書を利用させることに反対の意思を表示し

た意見書を提出した場合において、当該特定歴

史公文書を利用させる旨の決定をするときは、

その決定の日と利用させる日との間に少なく

とも２週間を置かなければならない。この場合

において、市⾧は、その決定後直ちに、当該意

見書（第２２条第１項第２号において「反対意

見書」という。）を提出した第三者に対し、利用

させる旨の決定をした旨及びその理由並びに

利用させる日を書面により通知しなければな

らない。 

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び

提出期限 

2 条例第 18 条第 1 項及び第 2 項の規定に

よる通知は、意見書提出機会付与通知書

（様式第 6 号）により行うものとする。 

3 条例第 18 条第 3 項の規定による通知は、

特定歴史公文書利用通知書（様式第 7 号）

により行うものとする。 
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（利用の方法） 

第１９条 市⾧が特定歴史公文書を利用させる

場合は、文書、図面又は写真については閲覧又

は写しの交付により、電磁的記録についてはそ

の種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則

で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法

により特定歴史公文書を利用させる場合にあ

っては、当該特定歴史公文書の保存に支障を生

ずるおそれがあると認めるときその他正当な

理由があるときに限り、その写しを閲覧させる

方法により、これを利用させることができる。 

 (電磁的記録の利用の方法) 

第 9 条 条例第 19 条の市規則で定める方法

は、次に掲げる方法とする。 

(1) 電磁的記録を専用機器により再生又

は映写したものの閲覧、視聴又は聴取 

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの

閲覧又は交付 

(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写

したものの交付 

（費用負担） 

第２０条 特定歴史公文書の利用に係る手数料

は、無料とする。 

２ 特定歴史公文書の写しの交付又は送付を受

ける利用請求者は、当該写しの交付又は送付に

要する費用を負担するものとする。 

  

（審理員による審理手続規定の適用除外） 

第２１条 利用決定等又は利用請求に係る不作

為に係る審査請求については、行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第９条第１項本文

の規定は、適用しない。 
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（審査請求に係る諮問） 
第２２条 利用決定等又は利用請求に係る不作

為に係る審査請求があったときは、市⾧は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、宇部
市公文書等管理委員会に諮問しなければなら

ない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る特定歴史公文書の全部を利用

させることとする場合（当該特定歴史公文書
の利用について、反対意見書が提出されてい

る場合及び行政不服審査法第９条第３項の

規定により読み替えて適用する同法第３０
条第２項に規定する意見書（以下この条にお

いて「参加人意見書」という。）が提出されて

いる場合において当該参加人意見書に反対
する旨の意見が記載されているときを除

く。） 

２ 前項の規定による宇部市公文書等管理委員
会への諮問は、行政不服審査法第９条第３項に

おいて読み替えて適用する同法第２９条第２

項の弁明書及び同法第３０条第１項に規定す
る反論書並びに参加人意見書の写し（反論書又

は参加人意見書の写しにあっては、提出があっ

た場合に限る。）を添えてするものとする。 

  



18 

 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等にお
ける手続） 
第２３条 第１８条第３項の規定は、次の各号の

いずれかに該当する裁決をする場合について
準用する。 
(1) 第１６条第１項の決定に対する第三者か

らの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 
(2) 審査請求に係る利用決定等を変更し、当

該利用決定等に係る特定歴史公文書を利用
させる旨の裁決（第三者である行政不服審査
法第１３条第４項に規定する参加人（以下単
に「参加人」という。）が当該特定歴史公文書
を利用させることに反対の意思を表示して
いる場合に限る。） 

  

（利用の促進） 
第２４条 市⾧は、特定歴史公文書（第１３条の

規定により利用させることができるものに限
る。）について、展示その他の方法により積極的
に一般の利用に供するよう努めなければなら
ない。 

  

（実施機関による利用の特例） 
第２５条 第８条第１項又は第２項の規定によ

り特定歴史公文書を引き続き保存し、又は移管
した実施機関が所掌事務を遂行するために必
要であるとして当該特定歴史公文書について
利用請求をした場合には、第１３条第１項第１
号の規定は、適用しない。 
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（特定歴史公文書の廃棄） 

第２６条 市⾧は、特定歴史公文書として保存さ

れている文書が重要でなくなったと認める場

合には、当該文書を廃棄することができる。 

 

 (特定歴史公文書の廃棄) 

第 10 条 特定歴史公文書として保存されて

いる文書について、劣化により判読及び修

復が不可能で利用できなくなった場合に

は、市⾧は、当該文書が重要でなくなった

と認めるものとする。 

2 市⾧は、条例第 26 条の規定により特定歴

史公文書の廃棄を行った場合は、廃棄に関

する記録を作成し、公表するものとする。 

（保存及び利用の状況の公表） 

第２７条 市⾧は、特定歴史公文書の保存及び利

用の状況について、毎年度、その概要を公表し

なければならない。 

  

（利用等規則） 

第２８条 市⾧は、特定歴史公文書の保存、利用

及び廃棄が第１１条から第２０条まで及び第

２４条から前条までの規定に基づき適切に行

われることを確保するため、特定歴史公文書の

保存、利用及び廃棄に関する定めを設けなけれ

ばならない。 
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第４章 公文書等管理委員会   

（宇部市公文書等管理委員会） 
第２９条 公文書等の管理に関する重要事項に

ついて、市⾧の諮問に応じ調査審議させるた

め、宇部市公文書等管理委員会（以下「委員会」
という。）を置く。 

２ 委員会は、前項に定めるもののほか、本市の

公文書管理制度の運営に関する事項について、
実施機関に対し意見を述べることができる。 

３ 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

４ 委員は、優れた識見を有する者のうちから、
市⾧が任命する。 

５ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前

任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げな
い。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様とする。 

  

（委員会への諮問） 
第３０条 市⾧は、次に掲げる場合には、委員会

に諮問しなければならない。 

 (1) この条例（第３４条を除く。）に基づく規
則又は規程の制定又は改廃の立案をしよう

とするとき。 

 (2) 第８条第１項及び第２項並びに第２６条
の規定による廃棄をしようとするとき。 
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（委員会の調査権限） 

第３１条 委員会は、必要があると認めるとき

は、市⾧に対し、審査請求のあった利用決定等

に係る特定歴史公文書の提示を求めることが

できる。この場合においては、何人も、委員会

に対し、その提示された特定歴史公文書の公開

を求めることはできない。 

２ 市⾧は、委員会から前項の規定による求めが

あったときは、これを拒んではならない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、市⾧

に対し、審査請求のあった利用決定等に係る特

定歴史公文書に記録されている情報の内容を

委員会の指定する方法により分類し、又は整理

した資料を作成し、委員会に提出するよう求め

ることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、委員会

は、必要があると認めるときは、審査請求人、

参加人及び市⾧（以下「審査請求人等」という。）

に意見若しくは説明又は意見書若しくは資料

の提出を求めること、適当と認める者に事実を

陳述させることその他必要な調査をすること

ができる。 
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（意見の陳述等） 
第３２条 委員会は、審査請求人等から申出があ

ったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見
を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料
の提出を認めることができる。 

  

（提出資料の写しの送付等） 
第３３条 委員会は、第３１条第４項若しくは前

条の規定により提出された意見書又は第３１
条第３項若しくは第４項若しくは前条の規定
により提出された資料の写し（電磁的記録にあ
っては、当該電磁的記録に記録された事項を記
載した書面）を当該意見書又は資料を提出した
審査請求人等以外の審査請求人等に送付する
ものとする。ただし、第三者の利益を害するお
それがあると認められるときその他正当な理
由があるときは、この限りでない。 

２ 委員会は、前項の規定による送付をするとき
は、当該送付に係る意見書又は資料を提出した
審査請求人等の意見を聴かなければならない。
ただし、委員会がその必要がないと認めるとき
は、この限りでない。 

３ 審査請求人及び参加人は、市⾧に対し、市⾧
が委員会に提出した意見書又は資料の閲覧を
求めることができる。この場合において、市⾧
は、第三者の利益を害するおそれがあると認め
るときその他正当な理由があるときでなけれ
ば、その閲覧を拒むことができない。 

４ 市⾧は、前項の規定による閲覧の日時及び場
所を指定することができる。 
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（規則への委任） 
第３４条 第２９条から前条までに定めるもの

のほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事
項は、市規則で定める。 

  

第５章 雑則   
（出資法人等の文書の管理） 
第３５条 市が出資その他財政上の援助を行う

法人であって市⾧が定めるものは、この条例の
趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管
理に関して必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。 

２ 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第
６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定
管理者をいう。）は、この条例の趣旨にのっと
り、その管理する公の施設（同法第２４４条第
１項に規定する公の施設をいう。）の管理に関
する文書の適正な管理に関して必要な措置を
講ずるよう努めるものとする。 

  

（研修） 
第３６条 実施機関は、それぞれ、当該実施機関

の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的
に行うために必要な知識及び技能を習得させ、
及び向上させるために必要な研修を行うもの
とする。 

  

（委任） 
第３７条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市規則等で定める。 

 (その他)  
第 11 条 この規則に定めるもののほか、特

定歴史公文書の保存、利用及び廃棄に関し
必要な事項は、市⾧が別に定める。 
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